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元
気
ア
ッ
プ
栄
養
教
室

「
血
液
サ
ラ
サ
ラ
」

　
ド
ロ
ド
ロ
の
血
液
は
、
悪
玉

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
や
中
性
脂
肪

な
ど
が
過
剰
に
増
え
た
脂
質
異

常
の
状
態
で
す
。

　
脂
質
異
常
が
あ
っ
て
も
自
覚

症
状
は
無
く
、
改
善
し
な
い
と

動
脈
硬
化
が
進
行
し
て
脳
梗
塞

や
心
筋
梗
塞
を
起
こ
し
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
食
生
活
を
振
り

返
っ
て
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象
＝
上
三
川
町
民
の
方

（
お
お
む
ね
20
～
74
歳
）

▼
日
程
＝
11
月
27
日（
火
）

▼
時
間
＝
午
前
9
時
30
分
～
午

後
1
時
30
分

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

▼
申
込
み
＝
11
月
20
日（
火
）ま
で

に
健
康
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
持
ち
物
＝
参
加
費
5
0
0
円
、

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾（
バ
ン
ダ

ナ
）、
ス
リ
ッ
パ
、
タ
オ
ル

▼
定
員
＝
25
名

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
健
康
課
　
成
人
健
康
係

　
☎
○56
9
1
3
3

小
山
地
区
医
師
会
健
康

づ
く
り
公
開
講
座
の
開

催
に
つ
い
て

　
上
三
川
町
ふ
れ
あ
い
健
康
福

祉
ま
つ
り
会
場
で
開
催
し
ま
す
。

是
非
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
演
題
＝「
在
宅
医
療
講
演
会

～
悩
め
る
方
へ
～
」

▼
講
師
＝
医
学
博
士
　
田た

な
か中

貞て
い

雅が

先
生

　
医
療
法
人
　
普
門
院
診
療
所

理
事
長

　
坂
東
札
所
20
番
　
獨
鈷
山
普

門
院
西
明
寺
住
職

▼
日
時
＝
11
月
10
日（
土
）

　
午
後
1
時
～
2
時

▼
会
場
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ

ラ
ザ
　
2
階
大
会
議
室

▼
入
場
料
＝
無
料

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
健
康
課
　
母
子
健
康
係

　
☎
○56
9
1
3
2

10
月
は「
骨
髄
バ
ン
ク

推
進
月
間
」で
す

　
骨
髄
移
植
は
白
血
病
な
ど
に

対
す
る
有
効
な
治
療
法
で
す
が
、

骨
髄
な
ど
の
提
供
者
が
必
要
で
す
。

　
患
者
さ
ん
に
移
植
の
機
会
が

確
保
さ
れ
る
よ
う
、
骨
髄
バ
ン

ク
へ
の
登
録
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
な
お
、
町
で
は
提
供
者
に
奨

励
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
健
康
課
　
成
人
健
康
係

　
☎
○56
9
1
3
3

赤
ち
ゃ
ん
ハ
イ
ハ
イ
大

会
　
参
加
者
大
募
集
！

　「
ふ
れ
あ
い
健
康
福
祉
ま
つ

り
」に
お
い
て
赤
ち
ゃ
ん
ハ
イ

ハ
イ
大
会
に
参
加
す
る
赤
ち
ゃ

ん
を
募
集
し
ま
す
。
み
ん
な
で

元
気
い
っ
ぱ
い『
よ
ー
い
ど
ん
』

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
大
会
当
日
は
、
仮
装
も
大
歓

迎
で
す
！
思
い
出
づ
く
り
に
ぜ

ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
に
ち
＝
11
月
10
日（
土
）

▼
時
間
＝
午
前
10
時
か
ら（
受

付
　
午
前
9
時
～
9
時
40
分
）

▼
会
場
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ

ラ
ザ
　
2
階
　
大
会
議
室

▼
対
象
＝
ハ
イ
ハ
イ
が
で
き
る

赤
ち
ゃ
ん

▼
申
し
込
み
＝
直
接
お
電
話
で

健
康
課
母
子
健
康
係
ま
で
申
し

込
み
い
た
だ
く
か
、
申
込
用
紙

に
記
入
し
、
健
康
課
ま
た
は
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。（
申
込
用
紙
は
、

健
康
課
、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ

ー
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。）

▼
申
し
込
み
締
切
＝
10
月
31
日（
水
）

　
※
当
日
受
付
も
可
能
で
す
が
、

人
数
把
握
の
た
め
、で
き
る
だ
け

事
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
そ
の
他
＝
赤
ち
ゃ
ん
を
呼
ぶ

と
き
に
使
う
お
も
ち
ゃ
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
健
康
課
　
母
子
健
康
係

　
☎
○56
9
1
3
2

町
有
財
産
の
売
却
を
実

施
し
ま
す

　
町
で
は
、
不
要
に
な
っ
た
物

品
を
、
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
が
運

営
す
る「
Y
a
h
o
o
!
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
」の
公
有
財
産
売
却

シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
売
却
し

ま
す
。

▼
参
加
申
込
期
間
＝
10
月
22
日

（
月
）午
後
1
時
～
11
月
9
日

（
金
）午
後
2
時
ま
で

▼
出
品
予
定
＝
タ
イ
ヤ
等
　

　
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
総
務
課
　
管
財
係

　
☎
○56
9
1
1
4

お
知
ら
せ
版

上三川町
交通事故発生状況

７月 ８月

件数 5件 7件

負傷者数 6人 8人

死者数 0人 0人

今 月 の 納 期
納期限10月31日（水）
町県民税 第3期
国民健康保険税 第4期
後期高齢者医療保険料 第4期

今月の休日納税相談

日時＝10月28日（日）
　　　午前8時30分〜正午
場所＝1階　税務課窓口
連絡先＝税務課 納税係

☎56 9121

犬・猫に関する相談は県動物愛護指導センターへ
☎028ー684ー5458
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か
ん
た
ん
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

教
室（
昼
コ
ー
ス
）参
加

者
募
集

　
ス
ト
レ
ッ
チ
、
筋
力
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
な
ど
を
実
践
し
、
生
活

習
慣
の
改
善
を
め
ざ
し
ま
す
。

楽
し
み
な
が
ら
運
動
習
慣
を
身

に
つ
け
て
み
ま
せ
ん
か
？

▼
対
象
＝
町
内
在
住
の
40
歳
～

69
歳
の
方（
初
回
参
加
に
限
る
）

▼
定
員
＝
先
着
25
名

▼
日
程
＝
12
月
7
日
か
ら
3
月

15
日
ま
で
の
毎
週
金
曜
日（
全

12
回
）

▼
時
間
＝
午
前
9
時
30
分
～
11

時
30
分

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ

ラ
ザ 

▼
費
用
＝
5
4
0
円（
セ
ラ
バ

ン
ド
代
）

▼
申
込
み
締
切
＝
11
月
30
日（
金
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
健
康
課
　
成
人
健
康
係

　
☎
○56
9
1
3
3

医
療
費
の
自
己
負
担
が

高
額
に
な
っ
た
と
き（
高

額
療
養
費
）

　
同
じ
月
内
の
医
療
費
の
自
己

負
担
が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
、

申
請
し
て
認
め
ら
れ
る
と
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
た
分
が
高

額
療
養
費
と
し
て
あ
と
か
ら
払

い
戻
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
自
己

負
担
限
度
額
は
年
齢
や
所
得
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

高
額
療
養
費
の
申
請
方
法

　
国
保
で
は
、
高
額
療
養
費
の

支
給
対
象
と
な
っ
た
方
に
、「
高

額
療
養
費
支
給
申
請
の
ご
案

内
」を
診
療
月
か
ら
約
３
ヶ
月

後
を
目
途
に
送
付
し
ま
す
。
ご

案
内
が
届
き
ま
し
た
ら
、
医
療

機
関
の
領
収
書
を
添
え
て
保
険

課
窓
口
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
高
額
療
養
費
の
申
請
に
は
医

療
機
関
の
領
収
書
が
必
要
で
す
。

な
く
さ
ず
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

※
領
収
書
が
不
足
し
て
い
ま
す

と
、
申
請
を
受
け
付
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

窓
口
で
の
自
己
負
担
を
限
度
額
ま

で
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　
事
前
に「
限
度
額
適
用
認
定

証
」の
交
付
を
国
保
に
申
請
し
、

認
定
証
を
医
療
機
関
に
提
示
す

る
こ
と
に
よ
り
、
窓
口
で
の
負

担
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と

な
り
ま
す
。

※
70
歳
以
上
の
方
は
、
住
民
税

非
課
税
世
帯
ま
た
は
3
割
負

担
の
方
の
う
ち
課
税
所
得
が

６
９
０
万
円
未
満
の
方
の
み
限

度
額
適
用
認
定
証
が
交
付
さ
れ

ま
す

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
保
険
課
　
国
保
年
金
係

　
☎
○56
9
1
3
4

児
童
手
当
の
支
払
い
に

つ
い
て

　
10
月
10
日
は
、
児
童
手
当

（
6
～
9
月
分
）の
支
払
日
と
な

り
ま
す
。
支
払
金
額
等
に
つ
き

ま
し
て
は
、
10
月
上
旬
に「
児

童
手
当
支
払
通
知
書
」を
個
別

に
送
付
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
6
月
に
依
頼
し
ま
し

た「
児
童
手
当
現
況
届
」の
提
出

が
ま
だ
お
済
み
で
な
い
方
に
つ

き
ま
し
て
は
、
6
月
分
以
降
の

支
払
い
が
一
時
差
し
止
め
と
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
至
急
ご
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
福
祉
課 

子
ど
も
・
子
育
て
係

　
☎
○56
9
1
3
0

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

　
固
定
資
産
税
は
毎
年
1
月
1

日
現
在
、
土
地
・
家
屋
・
償
却

資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課

税
さ
れ
ま
す
。

　
町
で
は
、
家
屋
の
新
増
築
・

取
り
壊
し
の
調
査
に
努
め
て
い

ま
す
が
、
特
に
取
り
壊
し
の
場

合
、
把
握
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
家
屋
を
取
り
壊

し
た
方
又
は
取
り
壊
す
予
定
の

あ
る
方
は
、
税
務
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
税
務
課
　
資
産
税
係

　
☎
○56
9
1
2
3

10
月
は  

マ
イ
バ
ッ
グ

強
化
月
間
で
す
。

　
マ
イ
バ
ッ
ク
を
持
参
し
て
買

い
物
を
す
る
こ
と
は
今
す
ぐ
誰

で
も
で
き
る
身
近
な
エ
コ
活
動

で
す
。
ご
み
の
減
量
化
、
地
球

温
暖
化
防
止
の
た
め
に
も
環
境

に
や
さ
し
い
買
い
物
を
心
が
け

ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
住
民
生
活
課
　
生
活
環
境
係

　
☎
○56
9
1
3
1

【犯罪被害相談日時】 平日午前10時〜午後4時　費用＝無料
連絡先：被害者支援センターとちぎ  ☎028ー643ー3940

～エコベアーの安心一貫施工～

丸宇興業株式会社
上三川町上郷１９２７

栃木県知事許可 (般 - 2 7 )
第2 3 3 1 3号

ＥＣＯベアー事業部
☎０１２０１６４９１０

い ろ よ く

点
まんてん
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グ
リ
ー
ス
ト
ラ
ッ
プ
を

使
用
し
て
い
る
飲
食
店

の
み
な
さ
ま
へ

　
グ
リ
ー
ス
ト
ラ
ッ
プ
は
、
排

水
に
含
ま
れ
る
油
脂
分
や
ご
み

な
ど
を
取
り
除
く
た
め
に
厨
房

の
排
水
先
に
設
置
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
冬
場
は
排
水
管
内
で
油
脂
分

が
冷
や
さ
れ
固
着
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
非
常
に
詰
ま
り
や
す

い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
排
水
管
を
詰
ま
ら
せ
た
場
合
、

宅
内
の
排
水
設
備
の
修
繕
費
用

に
つ
い
て
は
お
客
様
負
担
と
な

り
、
管
路
清
掃
に
は
多
額
の
費

用
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
ま
た
、
下
水
道
本
管
で
あ
っ

て
も
、
お
客
様
の
過
失
と
判
断

さ
れ
た
場
合
、
復
旧
に
要
し
た

費
用
を
お
客
様
に
ご
負
担
い
た

だ
く
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

グ
リ
ー
ス
ト
ラ
ッ
プ
の
定
期
的

な
清
掃
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。
以
下
に
グ
リ
ー
ス
ト
ラ

ッ
プ
の
維
持
管
理
方
法
を
示
し

ま
す
が
、
排
出
す
る
油
脂
分
や

ご
み
の
量
は
各
店
舗
毎
に
異
な

り
ま
す
の
で
、
利
用
状
況
に
応

じ
た
適
切
な
管
理
を
お
願
い
し

ま
す
。

・
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
清
掃
は
毎
日

1
回
行
い
ま
し
ょ
う
。

・
週
に
1
、
2
回
浮
い
た
油
を

す
く
い
取
り
ま
し
ょ
う
。

・
年
に
2
、
3
回
沈
殿
し
た
汚

泥
を
取
り
除
き
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
上
下
水
道
課 

下
水
道
業
務
係

　
☎
○56
9
1
6
7

水
道
工
事
は
町
指
定
工

事
業
者
で

　
水
道
本
管
か
ら
分
岐
し
住
宅

へ
引
き
込
む
給
水
管
等
は
、
飲

み
水
を
通
す
大
切
な
装
置
で
あ

る
た
め
、
無
断
で
工
事
を
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
工
事
は

町
指
定
の
給
水
装
置
工
事
業
者

に
依
頼
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

　
町
指
定
以
外
の
工
事
業
者
で

施
工
し
た
場
合
、
罰
則
の
規
定

が
あ
る
ほ
か
、
漏
水
の
減
免
な

ど
が
受
け
ら
れ
な
い
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
町
指
定
工
事
業
者
に

つ
い
て
は
、
上
下
水
道
課
で
確

認
で
き
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
上
下
水
道
課 

上
水
道
業
務
係

　
☎
○56
9
1
6
8

快
適
で
安
全
な
生
活
を

送
る
た
め  

上
・
下
水
道

へ
接
続
を

《
上
水
道
の
ス
ス
メ
》

　
水
は
飲
み
水
と
し
て
だ
け
で

は
な
く
、
炊
事
や
洗
濯
、
お
風

呂
、
水
洗
ト
イ
レ
な
ど
で
使
用

す
る
な
ど
、
私
た
ち
の
毎
日
の

暮
ら
し
を
支
え
る
と
て
も
大
切

な
も
の
で
す
。

　
上
三
川
町
の
水
道
は
、
地
下

50
～
1
7
0
m
の
と
こ
ろ
に

あ
る
良
質
な
地
下
水
を
水
源
と

し
て
い
ま
す
。

　
く
み
あ
げ
ら
れ
た
地
下
水
は
、

水
道
水
と
し
て
の
安
全
を
確
保

す
る
た
め
、
定
期
的
な
水
質
検

査
を
行
い
、
適
切
な
管
理
の
も

と
で
い
つ
で
も
安
全
な
水
を
み

な
さ
ま
に
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

　
水
は
毎
日
使
い
続
け
る
も
の

で
す
の
で
、
安
全
で
安
心
な
町

上
水
道
へ
の
加
入
を
お
す
す
め

し
ま
す
。

《
下
水
道
の
ス
ス
メ
》

　
下
水
道
は
、
み
な
さ
ま
の
健

康
で
快
適
な
生
活
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
河
川
や
農
業
用
排

水
路
の
水
質
を
き
れ
い
に
保
つ

た
め
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い

施
設
で
す
。

　
下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と
に

よ
り
、
河
川
の
水
や
ま
ち
が
き

れ
い
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
放
流
水
は
き
れ
い
な

水
質
を
確
保
す
る
た
め
に
毎
月

検
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
炊
事
や
洗
濯
、お
風
呂
、水
洗

ト
イ
レ
な
ど
の
排
水
は
日
常
生

活
で
必
ず
発
生
す
る
も
の
で
す
。

　
良
好
な
生
活
環
境
を
保
つ
た

め
に
も
、
町
下
水
道
へ
の
加
入

を
お
す
す
め
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
上
下
水
道
課

　
上
水
道
業
務
係

　
☎
○56
9
1
6
8

　
下
水
道
業
務
係

　
☎
○56
9
1
6
7

農
機
具
・
農
業
資
材
の

リ
サ
イ
ク
ル
制
度

　「
譲
っ
て
も
良
い
」と
い
う
農

機
具
・
農
業
資
材
を
お
持
ち
の

方
、
ま
た
新
た
に
農
機
具
・
農

業
資
材
を
お
探
し
の
方
は
、
下

記
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
産
業
振
興
課
　
農
村
振
興
係

　
☎
○56
9
1
3
6

　（
公
財
）上
三
川
町
農
業
公
社

　
☎
○56
4
3
1
2

　
Ｊ
Ａ
う
つ
の
み
や
上
三
川
営

農
経
済
セ
ン
タ
ー

　
☎
0
2
8
5（
55
）1
5
1
5
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農
業
の
確
定
申
告
書
作

成
を
パ
ソ
コ
ン
で

　
農
業
経
営
者
を
対
象
に
、
農

業
経
営
簿
記
パ
ソ
コ
ン
研
修
会

を
開
催
し
ま
す
。

　
税
制
面
で
有
利
な
複
式
簿
記

記
帳
で
の
青
色
申
告
を
行
う
内

容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
初
心
者
の
方
で
も
親
切
な
指

導
に
よ
り
、
マ
ス
タ
ー
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▼
開
催
日
＝
全
9
回

11
月
21
日（
水
）・
29
日（
木
）、

12
月
4
日（
火
）・
14
日（
金
）、

こ
れ
以
降
の
5
回
分
は
未
定

（
申
込
者
に
は
12
月
下
旬
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
。）

▼
時
間
＝
午
後
6
時
30
分
～
午

後
8
時
30
分

▼
会
場
＝
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー
研
修
室

▼
対
象
者
＝
農
業
経
営
に
意
欲

の
あ
る
農
業
者
及
び
認
定
農
業
者

▼
内
容
＝
初
期
設
定
項
目
入
力

か
ら
確
定
申
告
書
作
成
ま
で

▼
持
参
す
る
も
の
＝
ノ
ー
ト
型

パ
ソ
コ
ン

▼
受
講
料
＝
5
、0
0
0
円（
受

講
が
1
回
で
も
9
回
で
も
同
一

料
金
と
な
り
ま
す
。）

▼
申
込
先
＝（
公
財
）上
三
川
町

農
業
公
社（
上
三
川
町
農
村
環

境
改
善
セ
ン
タ
ー
内
）

▼
申
込
締
切
＝
10
月
31
日（
水
）

▼
そ
の
他
＝
初
め
て
受
講
す
る

方
は
、ソ
フ
ト
料
5
6
、7
0
0

円（
消
費
税
込
）が
別
途
か
か
り

ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　（
公
財
）上
三
川
町
農
業
公
社

　
☎
○56
4
3
1
2

認
定
農
業
者
制
度
に
つ

い
て

　
認
定
農
業
者
制
度
と
は
、
農

業
者
が
農
業
経
営
基
盤
強
化
促

進
基
本
構
想
に
示
さ
れ
た
農
業

経
営
の
目
標
に
向
け
て
、
自
ら

の
創
意
工
夫
に
基
づ
き
、
経
営

の
改
善
を
進
め
よ
う
と
す
る

「
農
業
経
営
改
善
計
画（
5
年
後

の
経
営
目
標
）」を
町
が
認
定
す

る
制
度
で
す
。

　
認
定
農
業
者
は
担
い
手
農
業

者
と
も
呼
ば
れ
、
経
営
所
得
安

定
対
策
や
低
金
利
で
の
融
資
、

町営住宅入居者募集
▶募集住宅・家賃月額＝
下町第一
町営住宅 3DK（昭和54年築）2戸 12,600 〜

24,800円
下町第二
町営住宅 3DK（平成元年築）2戸 18,100 〜

35,600円
下町第二
町営住宅 3DK（平成5年築）1戸 19,000 〜

37,300円
下町第二
町営住宅 2DK（平成5年築）1戸 15,900 〜

31,200円
▶受付期間＝10月1日(月) 〜 15日(月)
　(土日、祝日を除く)
※家賃は、入居者の年収等により決まります。
※入居には、家賃の3か月分の敷金が必要です。
※入居可能日は、翌月1日になります。
▶問い合わせ先＝
　建築課　計画係　☎�9145

農
業
者
年
金
の
保
険
料
補
助
等
、

様
々
な
支
援
策
を
受
け
る
こ
と

が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
農
業
経
営
改
善
計
画
は
5
年

間
の
計
画
で
す
の
で
認
定
を
受

け
て
か
ら
5
年
が
経
過
し
た
場

合
、
再
度
認
定
を
受
け
な
い
と

認
定
農
業
者
の
資
格
を
失
い
ま

す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
町
農

業
公
社
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　（
公
財
）上
三
川
町
農
業
公
社

　
☎
○56
4
3
1
2

かみのかわブランド認定品募集中
　上三川町の魅力ある特性を活かした生産物（生産され又は加工されたもの）の中から特に優れたものにつ
いて、かみのかわブランドとして認定します。
　申請書に必要書類を添付して、産業振興課までお申し込みください（申請書はHP・産業振興課にて配布）。
▶申請期限＝11月30日（金）まで
▶審査方法＝書類による一次選考を行い、一次選考を通過した商品はかみのかわブランド認定審査会にて、
プレゼンテーション形式での二次選考を行います。

※認定対象となる商品・申請者
の資格・その他詳細については
町HPにてご確認いただくか、
産業振興課までご連絡ください。

▶問い合わせ先＝
　産業振興課　商工振興係　☎○56 9150
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2
0
1
9
年
度「
児
童
福
祉

週
間
」標
語
の
募
集
に
つ
い
て

　
毎
年
5
月
5
日
の「
こ
ど
も

の
日
」か
ら
1
週
間
を「
児
童
福

祉
週
間（
5
月
5
日
～
5
月
11

日
）」と
定
め
て
、児
童
福
祉
の

理
念
の
普
及
・
啓
発
の
た
め
の

各
種
行
事
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

２
０
１
９
年
度
の
児
童
福
祉
週

間
に
向
け
て
、そ
の
象
徴
と
な
る

標
語
を
募
集
し
ま
す
。
詳
細
に

つ
い
て
は
、（
公
財
）児
童
育
成

協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://

w
w

w
.kodom

ono-shiro.or.jp

を
御
参
照
い
た
だ
く
か
、
左
記

お
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
御
照
会

く
だ
さ
い
。

▼
募
集
期
限

　
10
月
20
日（
土
）ま
で

▼
募
集
内
容

元
気
で
頑
張
る
子
ど
も
た
ち
を

応
援
す
る
標
語
や
未
来
に
向
け

て
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
な
る
標
語
。

▼
主
催
者

　
厚
生
労
働
省
、（
社
福
）全
国

社
会
福
祉
協
議
会
、（
公
財
）児

童
育
成
協
会

▼
お
問
い
合
わ
せ
先
＝

　（
公
財
）児
童
育
成
協
会

　
事
業
部
　
標
語
募
集
係

　
☎
0
3（
3
4
9
8
）4
5
9
2

栃
木
県
市
町
村
総
合
事

務
組
合
職
員
採
用
試
験

の
ご
案
内
に
つ
い
て

▼
職
種
・
採
用
予
定
人
員
＝

　
一
般
事
務
　
若
干
名

▼
受
験
資
格
＝

　
平
成
元
年
4
月
2
日
か
ら
平

成
9
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
方

▼
日
程
＝

　
第
1
次
試
験
　
11
月
18
日（
日
）

　
第
2
次
試
験
　
12
月
中
旬

（
第
1
次
試
験
日
に
お
知
ら
せ

し
ま
す
。）　

▼
試
験
内
容
＝

　
第
1
次
試
験
　
教
養
試
験

（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）・
適
応

性
検
査

　
第
2
次
試
験
　
作
文
試
験
・

口
述
試
験

▼
試
験
会
場
＝

　
栃
木
県
自
治
会
館

▼
申
込
書
＝

　
栃
木
県
市
町
村
総
合
事
務
組

合
に
お
い
て
試
験
案
内
・
申
込

書
を
配
布
し
ま
す
。

　
申
込
書
は
、
当
事
務
組
合
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
も
で
き
ま
す
。

▼
申
込
受
付
期
間
＝

　
10
月
15
日（
月
）～
10
月
29
日

（
月
）［
必
着
］（
午
前
8
時
30
分

～
午
後
5
時
15
分
、
土
日
祝
日

を
除
く
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
栃
木
県
市
町
村
総
合
事
務
組

合
　
総
務
課

　
☎
0
2
8（
6
2
5
）3
0
1
1

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　h

ttp
://

w
w
w
.ts
s
.o
r.jp

/jim
u
/

in
d
e
x.sh

tm
l

今
年
も15%

プ
レ
ミ
ア
付
き

「
上
三
川
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品

券
」が
発
売
さ
れ
ま
す
。

▼
発
売
日
＝
10
月
14
日（
日
）午

前
9
時
30
分
～
11
時
ま
で（
無

く
な
り
次
第
終
了
）

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ

ラ
ザ
　
サ
ブ
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
南

側
入
口
前（
屋
外
）

▼
対
象
＝
小
学
生
以
上
の
町
民

で
、1
人
4
0
、0
0
0
円
ま
で

▼
使
用
範
囲
＝
加
盟
店
で
の
商

品
の
購
入
及
び
対
価
等
の
支
払

い▼
使
用
期
限
＝
発
売
日
よ
り
平

成
31
年
3
月
10
日（
日
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
か
み
の
か

わ
サ
ー
ビ
ス
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド

会（
上
三
川
町
商
工
会
内
）

　
☎
○56
2
2
0
6

栃
木
県
県
南
健
康
福
祉

セ
ン
タ
ー
薬
物
依
存
症

家
族
の
集
い

　
薬
物
依
存
症
っ
て
な
ん
だ
ろ

う
？
家
族
は
ど
う
関
わ
っ
た
ら

良
い
の
か
わ
か
ら
な
い
・
・
・

　
同
じ
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て

い
る
他
の
ご
家
族
と
一
緒
に
話

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
初
め
て
参
加
を
希
望
さ
れ
る

方
は
職
員
に
よ
る
事
前
面
談
が

あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
お
電
話
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
11
月
1
日（
木
） 

午

後
1
時
30
分
～
午
後
3
時

▼
会
場
＝
栃
木
県
庁
小
山
庁
舎

（
小
山
市
犬
塚
3
－
1
－
1
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
県
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
生

活
衛
生
課
　
生
活
薬
事

　
☎
0
2
8
5（
22
）6
1
1
9

（
祝
休
日
を
除
く
平
日
午
前
9

時
〜
午
後
5
時
）

栃
木
県
育
英
会
奨
学
生

募
集

栃
木
県
育
英
会
で
は
、
平
成
31

年
度
に
進
学
予
定
の
人
を
対
象

に
、
月
額
貸
与
奨
学
生
、
入
学

一
時
金
奨
学
生
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
期
間
＝
10
月
1
日（
月
）

～
11
月
15
日（
木
）

▼
願
書
等
＝
本
会
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ（http://w

w
w

.tochiiku.
sakura.ne.jp/

）か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
が
可
能
で
す
。
ま
た
、

県
内
各
中
学
校
、
高
等
学
校
、

市
町
教
育
委
員
会
等
で
も
配
布

し
て
い
ま
す
。

※
本
会
で
は
、
奨
学
金
の
貸
付

原
資
と
な
る
善
意
の
寄
付
金
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
振
込
書
等

は
、
市
町
教
育
委
員
会
及
び
県

内
足
利
銀
行
の
各
支
店
等
に
あ

り
ま
す
。
詳
細
は
、
電
話
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
栃
木
県
育

英
会
事
務
局

　
☎
0
2
8（
6
2
3
）3
4
5
9

火災情報は……………☎537311へ
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『広報かみのかわ』『町ホームページ』に広告を掲載しませんか
　町では、「広報かみのかわ」と「町ホームページ」に有料広告を掲載する事業を行っています。
　会社等のＰＲやイベントの宣伝などができますのでぜひご活用ください。
●掲載できる人は・・・企業又は個人事業者等
●掲載できない広告は・・・法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるものなど
　詳しくは町ホームページをご覧ください。http://www.town.kaminokawa.lg.jp/

▶問い合わせ先＝企画課　情報広報係　☎○56 9117

税
の
百
人
一
首
作
品
を

募
集

▼
募
集
内
容
＝
税
に
関
す
る
も

の
を
テ
ー
マ
に
し
た
短
歌
。
自

作・未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

▼
応
募
方
法
＝
税
務
課
、
宇
都

宮
税
務
署（
宇
都
宮
市
昭
和
2

丁
目
1
番
7
号
）に
置
い
て
あ

る
応
募
用
紙
又
は
郵
便
は
が
き

（
作
品
・
住
所
・
氏
名
・
職
業
・

年
齢
・
電
話
番
号
を
明
記
）で

応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
期
限
＝
11
月
2
日（
金
）

（
必
着
）

▼
応
募
宛
先
＝
〒
3
2
0
－

0
8
5
7
　
宇
都
宮
市
鶴
田
2

丁
目
21
番
14
号
　
公
益
社
団
法

人
宇
都
宮
法
人
会
内「
税
の
百

人
一
首
」実
行
委
員
会
事
務
局

▼
そ
の
他
＝
優
秀
作
品
に
は
賞

を
贈
呈
し
、
作
者
の
氏
名
と
と

も
に
税
の
普
及
啓
発
活
動
に
活

用
し
ま
す
。
な
お
、
作
品
は
返

却
し
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝「
税
の
百

人
一
首
」実
行
委
員
会
事
務
局

　
☎
0
2
8（
6
4
8
）9
4
6
6

不
正
軽
油
撲
滅
強
化
月

間
に
つ
い
て

◎
毎
年
10
月
は
全
国
不
正
軽
油

撲
滅
月
間
で
す
。

◎
不
正
軽
油
に
関
す
る
情
報
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

※
不
正
軽
油
と
は
、
軽
油
引
取

税
の
脱
税
を
目
的
に
、
軽
油
代

替
燃
料
と
し
て
灯
油
や
重
油
を

混
和
す
る
等
し
て
使
用
す
る
も

の
で
す
。
知
事
の
承
認
を
受
け

ず
に
自
動
車
の
燃
料
と
し
て
灯

油
や
重
油
な
ど
を
使
用
す
る
と
、

罰
則
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

※
不
正
軽
油
に
関
わ
っ
た
者
は

す
べ
て
罰
則
の
対
象
に
な
り
ま

す
。

※
不
正
軽
油
に
関
す
る
情
報
は
、

「
不
正
軽
油
1
1
0
番（
電
話
　

0
2
8
2
－
23
－
3
8
6
2
）」

に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
栃
木
県
税

事
務
所

　
軽
油
引
取
税
調
査
担
当

　
栃
木
市
神
田
町
6
－
6（
〒

3
2
8
－
8
5
0
4
）

栃
木
県
労
働
委
員
会
に

よ
る
労
働
相
談
会
の
お

知
ら
せ

（
宇
都
宮
会
場
）

▼
日
時
＝
10
月
12
日（
金
）午
後

1
時
～
7
時

　
10
月
13
日（
土
）午
前
11
時
～

午
後
5
時

▼
場
所
＝
福
田
屋
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
プ
ラ
ザ
宇
都
宮
店
　
3
階
大

催
事
会
場
前
特
設
会
場（
宇
都

宮
市
今
泉
町
2
3
7
）

（
佐
野
会
場
）

▼
日
時
＝
10
月
20
日（
土
）午
前

11
時
～
午
後
5
時

▼
場
所
＝
イ
オ
ン
モ
ー
ル
佐
野

新
都
市
　
１
階
イ
オ
ン
ホ
ー
ル

（
佐
野
市
高
萩
町
1
3
2
4
－
1
）

▼
対
応
者
＝
栃
木
県
労
働
委
員

会
委
員（
弁
護
士
等
）

▼
相
談
内
容
＝
労
使
関
係
の
ト

ラ
ブ
ル

▼
そ
の
他
＝
費
用
無
料
、
予
約

者
優
先（
当
日
参
加
も
可
）、
相

談
時
間
1
時
間
以
内（
目
安
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
栃
木
県
労

働
委
員
会
事
務
局

　
☎
0
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認知症に関する相談は
上三川町地域包括支援センターへ ☎565513

11月は「標準営業約款普及登録
促進月間」です

標準営業約款とは？
　「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興
に関する法律」に基づき、理容業、美容業、ク
リーニング業、めん類飲食業及び一般飲食業を
営業しているお店に厚生労働大臣が認可してい
る制度です。
　Ｓマークは、厚生労働大臣
の認可を受けて理容・美容・
クリーニング・めん類飲食・
一般飲食のお店に掲げてある
信頼を表すマークです。
ぜひ、お店選びはこの登録店
で！！
▶問い合わせ先＝
　(公財 ) 栃木県生活衛生営業指導センター
　☎028(625)2660

厚生労働大臣認可
（安全・清潔・安心）
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栃木県立国分寺特別支援学校交流学習発表会
『おおぞら祭』のお知らせ

▶会場＝栃木県立国分寺特別支援学校
▶日時＝11月3日（土）　午前9時30分〜午後2時25分
▶内容＝小学部・中学部・高等部・訪問教育学級の日頃の学
習成果・交流活動の発表（演技発表、作業製品販売、模擬店、
作品展など）
▶問い合わせ先＝
　栃木県立国分寺特別支援学校　☎0285(44)5121

福
祉
の
お
仕
事
就
職
フ
ェ

ア（
県
央
エ
リ
ア
：
宇
都

宮
開
催
）の
お
し
ら
せ

▼
日
時
＝
12
月
15
日（
土
）午
後

1
時
～
3
時
30
分

▼
会
場
＝
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ

（
宇
都
宮
市
若
草
1
－
10
－
6
）

▼
内
容
＝
福
祉
の
仕
事
に
就
き

た
い
方
と
求
人
事
業
所
と
の
相

談
会
。
福
祉
の
仕
事
や
資
格
の

相
談
も
で
き
ま
す
。
未
経
験
の

方
や
資
格
の
な
い
方
も
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。（
参
加
無
料
。

申
込
不
要
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
栃
木
県
社

会
福
祉
協
議
会
　
福
祉
人
材
・

研
修
セ
ン
タ
ー

　
☎
0
2
8（
6
4
3
）5
6
2
2

事
業
主
の
み
な
さ
ま
へ

「
働
き
方
」が
変
わ
り
ま

す
！

〜
2
0
1
9
年
4
月
1
日
か

ら
働
き
方
改
革
関
連
法
が
順
次

施
行
さ
れ
ま
す
〜

　
労
働
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情

に
応
じ
た
多
様
な
働
き
方
を
選

択
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
働

き
方
改
革
を
総
合
的
に
推
進
す

る
た
め
、
長
時
間
労
働
の
是
正
、

多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
の
実
現
、

雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
な
い
公

正
な
待
遇
の
確
保
等
の
た
め
の

措
置
を
講
じ
る
よ
う
関
係
法
令

が
改
正
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
栃
木
労
働
局
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ「
働
き
方
改
革
関

連
法
関
係
」ま
で

栃
木
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://jsite.m
hlw
.go.jp/

tochigi-roudoukyoku/

「
働
き
方
改
革
関
連
法
関
係
」Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
栃
木
労
働
局
雇
用
環
境
・
均

等
室

　
☎
0
2
8（
6
3
3
）2
7
9
5

隣　保　相　談
地域住民の生活上の相談、人権にか
かわる相談に応じます。
日時＝10月13日（土）
　　　午前10時〜正午
場所＝東館南集会所
問い合わせ先＝
　福祉課　福祉人権係

　☎56 9128

法　律　相　談
日時＝10月21日（日）
　　　午前10時〜午後1時（1人20分）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
相談員＝栃木県弁護士会弁護士
申込期間（予約制）
＝10月1日（月）〜 19日（金）
　土日祝日除く
費用＝無料
問い合わせ先＝
福祉課　福祉人権係

☎56 9128　 FAX 56 6868

心 配 ご と 相 談
日時＝第2・第4水曜日
　　　午前9時〜正午（祝日を除く）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
内容＝ 日常生活上に生じる心配ごと、困

りごとなど
問い合わせ先＝
上三川町社会福祉協議会

☎56 3166

こ こ ろ の 相 談
開催日＝10月26日（金）
　　　　11月25日（日）
相談時間＝午前9時〜午後0時20分
　　　　　（1人あたり約1時間）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
相談員＝カウンセラー
申込期間（予約制）
＝相談の1週間前まで（土日祝日は除く）
費用＝無料
問い合わせ先＝
　健康課　成人健康係

　☎56 9133

【とちぎ救急医療電話相談】
大人（15歳以上）の救急電話相談
♯7111 又は ☎028-623-3344　【毎日】午後6時〜午後10時

【とちぎ子ども救急電話相談】
お子さんが急な病気やけがで心配なとき…
♯8000 又は ☎028ー600ー0099
【月〜土曜日】午後6時〜翌朝8時
【日・祝日】午前8時〜翌朝8時（24時間）


